
早生樹モデル林造成事業費補助金交付要綱 
 

 

制  定 令和元年７月29日付第201900105295号鳥取県農林水産部長通知 

一部改正 令和２年５月20日付第202000033905号鳥取県農林水産部長通知 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取県補助金等交付規則（昭和32年鳥取県規則第22号。以下「規則」とい

う。）第４条の規定に基づき、早生樹モデル林造成事業費補助金（以下「本補助金」という。）

の交付について、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）、補

助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和30年政令第255号）、農林畜水産業関

係補助金等交付規則（昭和31年農林省令第18号）、林業成長産業化総合対策補助金等交付要綱

（平成30年３月30日付29林政政第893号農林水産事務次官依命通知）、林業成長産業化総合対策実

施要綱（平成30年３月30日付29林政政第892号農林水産事務次官依命通知）、先進的造林技術推進

事業実施要領（令和２年３月27日付元林整整第1117号林野庁長官通知）及び規則に定めるものの

ほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（交付目的） 

第２条 本補助金は、森林整備の効率的かつ円滑な実施のため、成長特性に優れた早生樹のモデル林

造成に対し支援することを目的として、交付する。 

 

（補助金の交付） 

第３条 県は、前条の目的の達成に資するため、別表の第１欄に掲げる事業（以下「補助事業」とい

う。）を行う同表の第２欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。 

２ 本補助金の額は、補助事業に要する別表の第３欄に掲げる経費（以下「補助対象経費」とい

う。）の額（仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、

消費税法（昭和63年法律第108号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額

と、当該金額に地方税法（昭和25年法律第226号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合

計額をいう。以下同じ。）を除く。）に、同表の第４欄に定める率（以下「補助率」という。）

を乗じて得た額以下とする。 

３ なお、鳥取県産業振興条例（平成23年鳥取県条例第68号）の趣旨を踏まえ、補助事業の実施に当

たっては、県内事業者への発注に努めなければならない。 

 

（交付申請の時期等） 

第４条 本補助金の交付申請は、地方事務所（東部農林事務所八頭事務所、中部総合事務所、西部総

合事務所及び西部総合事務所日野振興センターをいう。）の長（以下「地方事務所長」とい

う。）が別に定める日までに行わなければならない。 

２ 規則第５条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、それぞれ様式第１号及

び様式第２号によるものとする。 

３ 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかでないときは、

前条第２項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額

（以下「仕入控除税額を含む額」という。）の範囲内で交付申請をすることができる。 

４ 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請に当たり、「誓約書」（様式第３号）を添付し

なければならない。 

 

（交付決定の時期等） 

第５条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から２０日以内に行うものとする。 

２ 本補助金の交付決定通知は、様式第４号によるものとする。 

３ 地方事務所長は、前条第３項の規定による申請を受けたときは、第３条第２項の規定にかかわら

ず、仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合においては、仕入控

除税額が明らかになった後、速やかに、交付決定に係る本補助金の額（変更された場合は、変更後



の額とする。以下「交付決定額」という。）から当該仕入控除税額に対応する額を減額するものと

する。 

 

（承認を要しない変更） 

第６条 規則第12条第１項の知事が別に定める変更は、補助事業ごとに別表の第５欄に定めるもの以

外の変更とする。 

２ 第５条第１項の規定は、変更等の承認について準用する。 

 

（完了届の時期等） 

第７条 事業実施主体は、原則として、人工造林及び下刈り等の作業種ごとに取りまとめて様式第５

号による届出（以下「完了届」という。）を段階的に行うものとする。 

２ 完了届は、地方事務所長が通知する日までに行わなければならない。なお、完了届には、提出回

数を記載するものとする。 

３ 完了届は、次の書類を添付して行うものとする。 

（１）施行地明細表（様式第６号） 

（２）施行地位置図（縮尺５万分の１程度の地形図又は適宜の管内図等に施行地の位置とその番号を

付したもの） 

（３）施業図（様式第７号） 

（４）測量成果（面積を算出した際の根拠となる測量データ、測量野帳） 

（５）現地写真 

（６）施行地の位置、区域、面積、施業状況がわかるオルソ画像（中心投影や撮影方向、地形によ

って生じる画像の位置ズレを、三次元情報を基に位置補正した画像。正射投影画像ともいう。

正射投影画像をつなぎ合わせたオルソモザイク画像を含むものとする。以下同じ。）等を提出

する場合は、（２）から（５）及び（10）の書類について省略することができるものとする。 

（７）実行経費内訳表（様式第８号） 

（８）現場労働者に係る社会保険等の加入実態状況調査表（様式第９号） 

（９）苗木の納入伝票（苗木本数、購入金額、購入先が確認できるもの） 

（10）森林作業道整備線形図（（３）の施業図に必要事項を記載したものでも差し支えない。） 

（11）補助金の交付申請又は受領に係る委任状。（原則として森林所有者等の自筆署名とする。） 

（12）受委託契約書又は請負契約書の写し（事業実施主体が他者に委託又は請け負わせて作業を実施

した場合に限る。なお、原則として森林所有者等の自筆署名とする。） 

 

（実績報告の時期等） 

第８条 規則第17条第１項の規定による報告（以下「実績報告」という。）は、次に掲げる日までに

行わなければならない。 

（１）規則第17条第１項第１号又は第２号の場合にあっては、補助事業の完了又は中止若しくは廃止

の日から３０日を経過する日 

（２）規則第17条第１項第３号の場合にあっては、補助事業等の完了予定年月日の属する年度の翌年

度の４月１０日 

２ 規則第17条第１項の報告書に添付すべき同条第２項第１号及び第２号に掲げる書類は、それぞれ

様式第１号及び様式第２号によるものとする。 

３ 本補助金の交付を受ける者（以下「補助事業者」という。）は、実績報告に当たり、その時点で

明らかになっている仕入控除税額（以下「実績報告控除税額」という。）が交付決定額に係る仕入

控除税額（以下「交付決定控除税額」という。）を超える場合は、補助対象経費の額からその超え

る額を控除して報告しなければならない。 

４ 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実

績報告控除税額（交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額）

を超えるときは、様式第１０号により速やかに知事に報告し、知事の返還命令を受けて、その超え

る額に対応する額を県に返還しなければならない。 

 

（補助金の概算払） 



第９条 規則第１９条の規定による概算払いは、様式第１１号によりあらかじめ通知をして行うもの

とする。 

２ 完了届に基づく場合を除き、概算払いは、交付決定に係る補助金額の９割を限度とする。 

 

（提出書類の部数等） 

第１０条 規則及びこの要綱の規定により地方事務所長に提出する書類は１部とする。 

 

（雑則） 

第１１条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、農林水産

部長が別に定める。 

 

 

   附 則 

 この要綱は、令和元年７月29日から施行する。 

 

   附 則 

この要綱は、令和２年５月20日に一部改正し、令和２年度事業から適用する。 

 

 



別表（第３条、第６条関係） 

１ 補助事業 早生樹造林 

(1) 人工造林（地拵え、植栽、苗木運搬） 

(2) 下刈り 

(3) 関連条件整備活動（対象森林の調査、森林所有者の同意取付け等） 

２ 事業実施主体 (1) 市町村 

(2) 森林所有者 

(3) 森林組合等（森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会をいう。） 

(4) 森林整備法人等 

森林整備法人（分収林特別措置法（昭和33年法律第57号）第10条第２号に定め

る森林整備法人をいう。）及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平

成18年法律第48号）第２条第１号に規定する法人（造林を行うことを主たる目的

としている法人であって、地方公共団体がその社員であるもの又は地方公共団体

がその基本財産の全部若しくは一部を拠出しているものに限る。） 

(5) 特定非営利活動法人等（森林法施行令（昭和26年政令第276号）第11条第７号に

掲げる特定非営利活動法人等をいう。） 

(6) 森林法施行令第11条第８号に規定する団体 

(7) 森林経営計画の認定を受けた者 

(8) 特定間伐等促進計画（森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法（平成20

年法律第32号）に規定する特定間伐等促進計画をいう。）において特定間伐等の

実施主体に位置づけられた者 

(9) 森林経営管理法（平成30年法律第35号）第36条第２項の規定により都道府県が

公表した民間事業者 

３ 補助対象経費 早生樹造林 

(1) 人工造林 

地拵え、植栽及び苗木運搬の実施に要する経費 

(2) 下刈り 

  下刈りの実施に要する経費 

(3) 関連条件整備活動 

関連条件整備活動の対象経費の取扱いについては、以下のとおりとする。 

 

①対象森林の調査及び森林所有者の同意取り付け等 

事業実施主体が(1)又は(2)に着手する上で直接必要となる次の表に掲げる経費

とする。 

区分 内容 

技術者給（注） 事業の効果的かつ円滑な実施を図るために必要となる技術

を有する者（主任技師、技師等）の労賃 

技術者給の算定については、林業・木材産業成長産業化促

進対策交付金実施要領（平成30年３月30日付29林政経第349号

林野庁長官通知）別添「補助事業の実施に要する人件費の算

定等の適正化について」によるものとする。 

賃 金 日々雇用者賃金(測量、事務、現場監督補助人夫等の賃

金)。ただし、賃金支弁者に係る社会保険料の事業主負担分を

含むものとする。 

旅 費 事業実施の打合せ等に必要な旅費 

需 用 費 消耗費、印刷製本費、光熱水料費及び修繕費 

役 務 費 通信運搬費、手数料、筆耕翻訳料、労災保険料、損害保険

料、薬剤散布費、伐倒費等 

委 託 料 登記事務、測量・調査、広告出稿料等の委託料 

使 用 料 及 び 会議室、土地建物、貨客兼用自動車、事業用機械器具等の



賃 借 料 借料及び損料 

備 品 ・ 

資機材購入費 

事業の効果的かつ円滑な実施を図るために必要な備品・資

機材（薬剤、鉈等）の購入費（ただし、机、椅子、書庫等汎

用性のあるものを除く。） 

（注） 技術者給の算定等については、林業・木材産業成長産業化促進対策交付金実施要

領別添「補助事業等の実施に要する人件費の算定等の適正化について」によるもの

とする。 

②森林作業道の整備 

鳥取県森林作業道作設指針（平成23年３月31日付第201000193342号鳥取県農林

水産部長通知）の基準を満たす森林作業道の開設に要する経費。（ただし、(1)又

は(2)と一体的に実施するものに限る。） 

なお、知事が別に定める定額の単価の範囲内で、補強の経費を含めることがで

きるものとし、補強の目的及び事業内容等は以下のとおりとする。 

また、森林作業道の整備にかかる経費は「森林整備保全事業設計積算要領」

（平成12年３月31日付12林野計第138号林野庁長官通知）、「森林環境保全事業標

準歩掛」（平成11年４月１日付11林野計第133号林野庁長官通知）、「森林整備保

全事業建設機械経費積算要領」（平成11年４月１日付11林野計第134号林野庁長官

通知）、「森林整備保全事業建設機械等賃貸積算基準」（平成11年４月１日付11

林野計第135号林野庁長官通知）、「森林整備保全事業に係る仮設材損料算定基

準」（平成11年４月１日付11林野計第136号林野庁長官通知）、「森林整備保全事

業に係る仮設材賃料算定基準」（平成11年４月１日付11林野計第137号林野庁長官

通知）、「森林環境保全整備事業における標準単価の設定等について」（平成23

年３月31日付22林整整第857号林野庁森林整備部整備課長通知。以下「標準単価設

定通知」という。）及び「森林環境保全整備事業実施要領の運用」（平成14年12

月26日付14林整整第580号林野庁森林整備部整備課長通知）に準ずるものとする。 

 

【補強の目的及び事業内容等】 

森林作業道の合計事業費の10パーセントを上限として、森林作業道の補強を行

うことができるものとする。補強は、豪雨等により機能が低下していると認めら

れる箇所について、路体等の強度向上や被害の拡大防止を図り、通行の安全を確

保すること等を目的として実施し、土工、路体強化、法面強化、擁壁工、排水施

設工及び幅員拡張等の事業を行うことができるものとする。 

 

③鳥獣害防止施設等の整備 

健全な森林の造成・保全を目的として行う野生鳥獣による森林被害の防止、野

生鳥獣の移動の制御等を図るための鳥獣害防止施設等の整備に要する経費。（た

だし、(1)又は(2)と一体的に実施するものに限る。） 

４ 補助率 補助金額は、次式により算定する。 

補助金額＝標準経費（下記１で規定）×９／１０ 

（小数点以下切り捨てとする。） 

 

１ 標準経費の算定 

(1) 標準経費は、次式により計算された額とし、小数点以下切り捨てとする。 

標準経費＝面積×（標準単価×（１＋間接費率）） 

(2) 標準単価は、標準単価設定通知に準じて森林づくり推進課長が別に定める。 

(3) 間接費は、標準単価設定通知に準じて決定するものとする。 

(4) 面積の単位はヘクタールとし、小数点以下２位未満切り捨てとする。 

(5) 関連条件整備活動については、(1)から(4)に関わらず森林づくり推進課長が別

に定める。 

 



２ 補助金額の内訳の算定 

補助金額のうち国費及び県費の算定については、森林づくり推進課長が別に定

める。 

５ 重要な変更 (1) 補助金額の３０％を超える減 

(2) 補助金額の増 

 

 



様式第１号（第４条、第８条関係）

１　事業の目的

２　事業の内容及び経費の配分 （単位：円）

面積（ha） 延長（m）
国費
(A)

県費
(B)

負担金
(C)

人工造林

下刈り 下刈り

対象森林の調査

森林所有者の
同意取付け

森林作業道の整備

鳥獣害防止対策

その他

小計

注）関連条件整備活動の「その他」は、備考欄に具体的な内容を記入すること。

関連条件整備活動

計

（元号）　　年度早生樹モデル林造成事業計画（実績）及び収支予算（精算）書

事業内容 工種

事業量
事業費

(A)+(B)+(C)
補助金
(A)+(B)

（内訳）

備考



３　消費税の取り扱い（　一般課税事業者　・　簡易課税事業者　・　免税事業者　）

４　事業完了予定年月日（完了年月日）

（元号）　　年　　月　　日

５　収支予算（精算）

（１）収入 （単位：円）

予算額
(A)

精算額
(B)

差引増減
(C)=(B)-(A)

（２）支出 （単位：円）

予算額
(A)

精算額
(B)

差引増減
(C)=(B)-(A)

注）収支計画の場合は、精算額、差引増減の記入を要しない。

６　添付資料

（１）様式第２号による消費税仕入控除税額集計表

　　　（事業主体が消費税法第６０条第４項に該当する地方公共団体又は人格のない社団等である場合を除く）

（２）様式第３号による誓約書（交付申請時）

（３）早生樹モデル林造成事業実施要領様式第１号による事業計画付票個別票（交付申請時）

（４）早生樹モデル林造成事業実施要領様式第２号による実施結果個別票（実績報告時）

計

（注）消費税の取り扱いについて「一般課税事業者」「簡易課税事業者」「免税事業者」のいずれかに○を記載すること。

区分 備考

補助金

負担金

区分 備考

事業費

計



様式第２号（第４条、第８条関係）

（事業実施主体名）

（単位：円）

事業費 補助金 課税方式
消費税仕入控
除税額及び

地方消費税額
（A）

補助率
（B）

消費税仕入
控除税額
（A×B）

消費税
確定・未確定

備考

（注）１

２
３

４

５

６

７

　「消費税仕入控除税額及び地方消費税額」欄は、補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法に規定する仕入れに係る消費税額と
して控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和25年法律第226号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額を記載すること。

　「消費税仕入控除税額」欄は、補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部
分の金額と当該金額に地方税法に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額を記載すること。

　「消費税確定未確定」欄は、消費税法第９条第１項の規定に該当する場合、消費税法第37条第１項の規定に基づく届出書を提出した場合並びに消費税及び地方消費
税の確定申告を行った場合には「確定」、それ以外の場合には「未確定」と記載すること。

　税抜の事業費及び補助金を記載した場合は、「消費税確定未確定」欄は「確定」とし、併せて備考欄に「事業費及び補助金は税抜金額」と記載すること。

　　（元号）　年度　早生樹モデル林造成事業費補助金に係る消費税仕入控除税額集計表

事業区分

合計

当該補助金の事業実施主体（消費税法（昭和63年法律第108号）第９条第１項の規定に該当する事業者若しくは同法第37条第１項の規定に基づく届出書を提出した事業
者が事業実施主体である場合（同法第60条第４項に該当する地方公共団体又は人格のない社団等が事業主体であるものを除く。）を含む。）について記載する。

　補助金の返還が伴う場合は、事業実施主体ごとに内訳を別表で添付すること。
　「課税方式」欄には、当該補助金に係る消費税仕入控除税額の確定時において、消費税法第９条第１項の規定に該当する事業者にあっては「免税」、消費税法第37
条第１項の規定による届出書を提出した事業者にあっては「簡易課税」、その他の事業者にあっては「課税」と記入すること。



様式第３号（第４条関係） 

 

 

誓約書 

 

 

（元号）  年  月  日 

 

 

   職 氏 名 様 

 

 

住 所  

氏 名               印 

(団体にあっては、名称及び代表者の氏名) 

 

 

○○○○（事業実施主体）は、補助金交付に付された条件を遵守し、森林関係法令の違反等不適切

な行為を行わない旨を誓約いたします。 

 

 

 



様式第４号（第５条関係） 

第 号  
（元号）  年  月   日  

 
              様 
 
 

職  氏 名    印 

 
 

（元号）年度早生樹モデル林造成事業費補助金交付決定通知書 
 
 （元号）  年  月  日付の申請書（以下「申請書」という。）で申請のあった早生樹モデル

林造成事業費補助金（以下「本補助金」という。）については、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２

年鳥取県規則第２２号。以下「規則」という。）第６条第１項の規定に基づき、下記のとおり交付す

ることに決定したので、規則第８条第１項の規定により通知します。 
 

記 
 
１ 対象事業 

 本補助金の対象事業は、「早生樹モデル林造成事業」とし、その内容は、申請書に記載のとおり

とする。 
 
２  交付決定額等 

 本補助金の算定基準額及び交付決定額は、次のとおりとする。ただし、対象事業の内容が変更さ

れた場合におけるそれらの額については、別に通知するところによる。 
  (1) 算定基準額     金          円 
  (2) 交付決定額         金          円 

 
３  経費の配分 

 本補助金の補助対象経費の配分及びその配分された経費に対応する交付決定額は、申請書に記載

のとおりとする。ただし、対象事業の内容が変更された場合においては、別に通知するところによ

る。 
 
４  交付額の確定 

 本補助金の額の確定は、補助対象経費の実績額について、早生樹モデル林造成事業費補助金交付

要綱（令和元年７月２９日付第２０１９００１０５２９５号農林水産部長通知。以下「要綱」とい

う。）第３条第２項及び第５条第３項の規定を適用して算定した額と、前記２の(2)の交付決定額

（変更された場合は、変更後の額とする。）のいずれか低い額により行う。 
 
５  補助規程の遵守 

本補助金は間接国費補助金に該当するものであり、その収受及び使用、補助事業の遂行等に当た

っては、規則及び要綱のほか、早生樹モデル林造成事業実施要領（令和元年７月２９日付第２０１

９００１０５２９５号農林水産部長通知。以下「要領」という。）、補助金等に係る予算の執行の

適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する

法律施行令（昭和３０年政令第２５５号）、農林畜水産業関係補助金等交付規則（昭和３１年農林

省令第１８号）、林業成長産業化総合対策補助金等交付要綱（平成３０年３月３０日付２９林政政

第８９３号農林水産事務次官依命通知）、林業成長産業化総合対策実施要綱（平成３０年３月３０

日付２９林政政第８９２号農林水産事務次官依命通知）、先進的造林技術推進事業実施要領（令和

２年３月２７日付元林整整第１１１７号林野庁長官通知）の規定に従わなければならない。 

 



６ 本補助金の交付を受けた者は、次の条件を遵守すること。 

（１）本事業の完了年度の翌年度から起算して５年以内に、事業実施箇所を森林以外の用途に転用

（事業実施箇所を売り渡し若しくは譲渡し又は賃借権、地上権等を設定させた後、当該事業実施

箇所が森林以外の用途に転用される場合を含む。）する行為又は事業実施箇所の地上の立木の全

面伐採除去を行う行為（森林作業道整備、森林災害等復旧林道整備又は林業専用道整備の事業に

より整備した施設の維持管理のために必要な行為を除く。）をしようとする場合は、あらかじめ

森林づくり推進課長にその旨を届け出るとともに、当該行為をしようとする森林等につき交付を

受けた補助金相当額を返還すること。 

（２）補植、保育等成林に必要な保育管理その他知事が必要と認める事項を遵守すること。 

（３）事業実施主体は、地方事務所長及び森林づくり推進課長が行う本事業の実施結果の取りまとめ

に協力しなければならない。 

（４）事業実施主体は、林野庁長官又は知事が、本事業の計画又は実施内容を国立研究開発法人、公

設試験研究機関、その他林野庁長官又は知事が妥当と判断する研究機関（以下「研究機関等」と

いう。）に提供することを了承したものとする。 

（５）事業実施主体は、研究機関等から本事業の施行地について調査等を実施したい旨の申し入れが

あった場合は応じることとする。 

（６）事業実施主体は、人工造林の実施年度の翌年度から起算して最低８年間における当該施行地の

施業履歴を記録・保管するとともに、林野庁長官、知事及び研究機関等より当該施業履歴の提供

依頼があった場合は応じることとする。 

（７）事業実施主体は、本事業についての帳簿を備え、他の経理と区分して本事業の収入及び支出を

記載し、本補助金の使途を明らかにしておかなければならない。 

（８）事業実施主体は、前項の収入及び支出について、その支出内容の証拠書類又は証拠物を整備し

て前項の帳簿とともに本事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して５年間整備保管しな

ければならない。 

（９）補助金等により財産を取得した間接補助事業者等は、森林関係法令への違反等その行為態様や

社会的影響等を勘案して不適切だと判断される行為を行ってはならない。 

 

 
 



様式第５号(第７条関係) 

 

  年  月  日 

 

   職 氏 名 様 

 

住 所                   

申請者 氏 名              印 

(団体にあっては、名称及び代表者の氏名)    

 

（元号）年度早生樹モデル林造成事業完了届 

 

（元号）  年  月  日付第  号による交付決定に係る事業が完了したので、早生樹モデル

林造成事業費補助金交付要綱第７条の規定により、下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 

 

補 助 金 等 の 名 称  

着 手 年 月 日 （元号）年 月 日 

完 了 年 月 日 （元号）年 月 日 

 



様式第６号-１（第７条関係）

（１）早生樹造林及び関連条件整備活動（森林作業道の整備を除く）

氏名 電話番号 直接費 間接費
関連条
件整備
活動費

直接費 間接費
関連条
件整備
活動費

注） １　事業内容は、人工造林、下刈り、関連条件整備活動の区分を記入すること。

２　工種は、関連条件整備活動の場合に、森林作業道の整備、鳥獣害防止対策等の区分を記入すること。

３　鳥獣害防止対策の延長は備考欄に記入すること。

　　　 ４　当該施行地にかかる直近の国庫補助事業完了年月日については、国庫補助により間伐等を実施したことがある場合に記載すること。

施行地明細表

施行地
番号

枝番
林
小
班

施行箇所 施行状況

雇用の
有無

現地
着手

年月日

現地
完了

年月日
備考

市町村 大字 字 地番 事業内容
植栽本数
（本）

植栽密度
（本/ha）

定額単価（円） 実行経費（円）
当該施行
地にかか
る直近の
国庫補助
事業完了
年月日

森林所有者

工種 樹種 齢級
面積

（ha）



様式第６号-２（第７条関係）

（２）関連条件整備活動のうち（森林作業道の整備）

氏名 電話番号

注） １　備考欄に一体的に実施する人工造林又は下刈りの施行地番号を記入すること。

　　 

備考

施行地明細表

施行地
番号

枝番
林
小
班

施行箇所

路線名
幅員
（m）

延長
（m）

雇用の
有無 関連条件

整備活動費

森林所有者 現地
着手

年月日

現地
完了

年月日

定額単価
（円）

実行経費
（円）

市町村 大字 字 地番 関連条件
整備活動費



様式第７号（第７条関係）

１　森林所有者：

２　施行地：

３　面積：

(注)

  ２　測量起点(SP)及び主な測点を記入すること。

　３　人工造林の場合、樹種界を明示すること。

  ４　施行地欄には、施行地に係る地番の全てを記入すること。

            施業図(施行地番号　　　　　　)

  １　施行地及びその周辺の地形(沢、尾根)、林況(樹種、林齢)並びに特徴の
　　ある物件(独立樹、送電線、鉄塔等)を記入すること。

SP

１

２

３

４

昭和44年度造林地
（スギ）

平成2年度造林地

（スギ、ヒノキ）

採草地

縮尺：1/500
平均傾斜度：22°

N

300m

一
本
松

コウヨウザン 800本

0.40ha

コウヨウザン 600本

0.30ha



様式第８号-１（第７条関係）

金額

地 拵 え

植 栽

苗 木 運 搬

細計

資 材 費 苗 木 代

注１）必要に応じて区分欄を追加すること。

実行経費内訳表（人工造林）

（単位：ha、円、人）

事業実施箇所

面積

実行経費の内訳

区分 所用人数

早生樹造林
（人工造林）

労 務 費

現 場 監 督 費

計

社 会 保 険 料 等

そ の 他

小計



様式第８号-２（第７条関係）

金額

労 務 費 下 刈 り

注１）必要に応じて区分欄を追加すること。

実行経費内訳表（下刈り）

（単位：ha、円、人）

事業実施箇所

面積

計

実行経費の内訳

区分 所用人数

早生樹造林
（下刈り）

現 場 監 督 費

社 会 保 険 料 等

そ の 他

小計



様式第８号-３（第７条関係）

延長

金額

注１）必要に応じて区分欄を追加すること。

注２）早生樹造林にかかるものが対象。

実行経費内訳表（森林作業道の整備）

（単位：m、円、人）

事業実施箇所

幅員

計

実行経費の内訳

区分 所用人数

（関連条件整備活動）
森林作業道の整備

開 設

現 場 監 督 費

社 会 保 険 料

そ の 他

小計



様式第８号-４（第７条関係）

延長

金額

労 務 費 設 置

資 材 費

注１）必要に応じて区分欄を追加すること。

注２）早生樹造林にかかるものが対象。

実行経費内訳表（鳥獣害防止対策）

（単位：ha、m、円、人）

事業実施箇所

面積

計

実行経費の内訳

区分 所用人数

関連条件整備活動
（鳥獣害防止対策）

現 場 監 督 費

社 会 保 険 料

そ の 他

小計



様式第８号-５（第７条関係）

金額

森 林 調 査等

面 積 測 量

説 明 会 等

連 絡 調 整等

注１）必要に応じて区分欄を追加すること。

注２）早生樹造林にかかるものが対象。

旅 費

実行経費内訳表（その他関連条件整備活動等）

（単位：円、人）

事業実施箇所

実行経費の内訳

区分 所用人数

需 用 費

役 務 費

委 託 料

計

使 用 賃 借 料

備 品 購 入 費

小計

関連条件整備活動

技 術 者 給

賃金



様式第９号（第７条関係）

加入 6点 加入 1点 加入 5点 加入 9点 加入 3点 加入 2点

合計

平均

注１）各作業者ごとに加入している保険等の「加入」欄に○印を記載するとともに、各保険ごとに定められた点数を記載する。
注２）保険に加入していない場合は０点とする。
注３）「雇用形態」欄には、常用・臨時・再雇用等の別を記載する。

事業実施期間

社 会 保 険 等 の 加 入 実 態 状 況 調 査 表

施行地番号

作業班名

作業者名
労災保険 雇用保険 健康保険 厚生年金保険

計
直営・
請負別

雇用
形態

摘要
林業退職金
共済制度

林業退職金
共済制度以外

退職金共済



様式第１０号（第８条関係） 

 

（元号）年度早生樹モデル林造成事業仕入控除税額確定報告書 

 

番 号  

  （元号）  年  月  日  

 

  鳥取県知事 様 

 

 

                       住 所  

                       名 称  

                       代表者           印 

 

（元号）  年  月  日付第    号により交付決定のあった補助金について、消費税仕入控

除税額が確定したので、早生樹モデル林造成事業費補助金交付要綱第８条第４項の規定に基づき、下

記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 補助金の額の確定       金      円 

  （   年 月 日付第     号による額の確定通知額） 

 

２ 補助金の確定時に減額した消費税仕入控除税額      金      円 

  （実績報告控除税額（交付決定控除税額が実績報告控除税額を越えるときは、当該交付決定控除

税額）に補助率を乗じて得た金額） 

 

３ 消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税仕入控除税額 

  （仕入控除税額に補助率を乗じて得た金額）    金      円 

 

４ 補助金返還相当額（３－２）      金      円 

 

（注）記載内容の確認のため、以下の資料を添付すること。 

   なお、事業実施主体が法人格を有しない組合等の場合は、全ての構成員分を添付すること。 

 ・様式第２号「早生樹モデル林造成事業費補助金に係る消費税仕入控除税額集計表」 

 ・消費税確定申告書の写し（税務署の収受印等のあるもの） 

 ・付表「課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」の写し 

 ・３の金額の積算の内訳（人件費に通勤手当を含む場合は、その内訳を確認できる資料も併せて提出すること） 

 ・事業実施主体が消費税法第６０条第４項に定める法人等である場合、同項に規定する特定収入の割合を確認で

きる資料 

 

５ 当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかにならない場合、その状況を記載 

 

（注）消費税及び地方消費税の確定申告が完了していない場合にあっては、申告予定時期も記載すること。 

 

６ 当該補助金に係る消費税仕入控除税額がない場合、その理由を記載 

 

 

 

 



（注）記載内容の確認のため、以下の資料を添付すること。 

   なお、事業実施主体が法人格を有しない組合等の場合は、全ての構成員分を添付すること。 

 ・様式第２号「早生樹モデル林造成事業費補助金に係る消費税仕入控除税額集計表」 

 ・新たに設立された法人であって、かつ免税事業者の場合は、設立日、事業年度、事業開始日、事業開始日にお

ける資本金又は出資金の金額が証明できる書類など、免税事業者であることを確認できる資料。 

 ・免税業者の場合は、補助事業実施年度の前々年度に係る法人税（個人事業者の場合は所得税）確定申告書の写

し（税務署の収受印等のあるもの）及び損益計算書等、売上高を確認できる資料 

 ・簡易課税制度の適用を受ける事業者の場合は、補助事業実施年度における消費税確定申告書（簡易課税用）の

写し（税務署の収受印のあるもの） 

 ・事業実施主体が消費税法第６０条第４項に定める法人等である場合、同項に規定する特定収入の割合を確認で

きる資料 

 

 



様式第１１号（第９条関係） 

 

番     号  

  年  月  日  

 

             様 

 
 

鳥取県知事           
 
 

  （元号） 年度早生樹モデル林造成事業費補助金の概算払について（通知） 

 

 

 （元号）  年  月  日付第     号で交付決定したこの補助金について、下記のとおり

概算払しますので、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年鳥取県規則第２２号）第１９条の規定によ

り通知します。 

（担当・連絡先） 

 

記 

 

１ 補助金概算払額 

（単位：円） 

交付決定額 既概算払額 今回概算払額 概算払額計 残額 

     

 

２ 概算払の時期 

 （元号）  年  月  旬 

 

 


